
契 約 日

契約方法

落札比率

契約保証

入札及び契約の過程並びに契約内容

件　　名 三鷹駅南口駅前広場交通対策工事（市道第781号線）

契約番号 6三契第943-0号 令和 6年10月30日

予定価格
（事後公表）

￥28,600,000円 （入札書比較価格　￥26,000,000円）

設計金額 ******** （うち取引に係る消費税　********）

契約区分 総価契約 制限付一般競争入札

契約金額 ￥28,380,000円 （うち取引に係る消費税　￥2,580,000円）

契約相手方

株式会社鈴建

東京都三鷹市新川六丁目２７番１６号

代表取締役　鈴木　康子

履行期間 令和 6年10月31日 から 令和 7年 3月14日 まで

最低制限価格
（事後公表）

￥22,880,000円 （入札書比較価格　￥20,800,000円）

入 札 日 令和 6年10月29日 99.23%

履行場所 三鷹市下連雀三丁目地内

業　　種 0100 道路舗装工事 要

支払条件 完了後一括払い

前 払 金 ￥11,350,000円

中間前払金 ￥5,670,000円

（５）東京電力株式会社が実施する電柱移設が計画時期より遅延したことによる工期延伸

契約変更後の契約内容

契約変更日

変更理由
及び

変更内容

以下の工事内容等の変更のため。

（１）本工事の着手後、電柱位置の変更により独立型の街路灯を共架に変更

（２）樹脂モルタル施工による路面着色をバス通りにより適した摩耗に強いセメントミルク
着色の施工に変更

（３）市民要望に基づく復旧範囲拡大

（４）追加工種に伴う交通誘導員変更

令和 7年 2月20日

変更後契約金額 ￥32,965,900円 （うち取引に係る消費税　￥2,996,900円）

変更後履行期間 令和 6年10月31日 から 令和 7年 3月28日
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6三契第943-0号

落札

業 種 等

地域要件

業　者　名

入札（見積）結果

1
1000420300 - 0

25,800,000
株式会社鈴建

2
1005150000 - 0

26,300,000
大創建設株式会社

3
1000117200 - 0

26,500,000
株式会社三鷹榛澤組

4
1003288000 - 0

27,000,000
株式会社カナエコーポレーション

三栄建設株式会社
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　東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける建設工事等競争入札参加資格を有する
者で、申請先自治体に「三鷹市」、申請業種に上記業種の登録がされていること。

（1）三鷹市内に上記「業種等」の要件を満たす本店を有し、かつ、告示日現在「三鷹市
　　建設工事等競争入札参加資格における市内業者及び準市内業者認定要領」に基づく、
　　市内業者の認定をされていること。
（2）三鷹市内に上記「業種等」の要件を満たす支店・営業所等を有し、かつ、告示日現
　　在「三鷹市建設工事等競争入札参加資格における市内業者及び準市内業者認定要領」
　　に基づく、準市内業者の認定をされている者で、下記の条件を満たしていること。
　ア 契約締結の権限を有する代理人を置いていること。
　イ 市道維持補修又は下水道維持管理に係る緊急工事の契約を締結していること。

工事概要

※本工事は、「週休２日制工事（発注者指定方式）」である。

工事概要
　工事延長 57.3ｍ
　　舗装工
　　（車道部）
　　　半たわみ性舗装工厚 55cm 　　　　　　　　　面積 95㎡
　　　半たわみ性舗装工厚 ５cm 　　　　　　　　　面積 185㎡
　　　樹脂モルタル舗装工〔赤〕 　　　　　　　　 面積 110㎡
　　（歩道部）
　　　非透水性ストリートプリント舗装工 厚11cm   面積 188㎡
　　街築工
　　　歩道止石工                                延長 49.2ｍ
　　　セーフティブロック設置工                  延長 7.3ｍ
　　安全施設工
　　　横断・転落防止柵設置                      延長 35.8ｍ
　　　区画線設置工（幅15cm）白・実              延長 38.0ｍ
　　　区画線設置工（幅15cm）白・文              延長 25.8ｍ
　　　区画線設置工（幅30cm）白・ゼ              延長 35.7ｍ
　　　区画線設置工（幅45cm）白・ゼ              延長 31.9ｍ
　　撤去工
　　　撤去工 一式
　　付帯工
　　　付帯工 一式
　　仮設工
　　　仮設工 一式

5
1000032000 - 0

27,200,000
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　最新の経営事項審査による「土木一式」又は「舗装」の総合評定値が次の条件を満たすこ
と。
　市内業者の認定をされている者　　　　　　　　　　７００点以上
　準市内業者の認定をされている者　　　　　　　　　８００点以上１０００点未満
　ただし、下記の条件を満たすときは、総合評定値に、該当する点を加算するこ
とができる。（２項目以上の条件を満たすときはそれぞれ加算することができる。）
（1）令和５年度中にしゅん工した三鷹市発注の同種工事で、工事成績評定の平均
　 点が80点以上である者 ５０点
（2）災害時における支援等に関する協定を三鷹市と締結している者で令和４年度以降
   に活動の実績を有する者 ５０点
（3）法定障がい者雇用率を超えている者 ２５点
（4）ISO9000S又はISO14000Sの認証を取得している者 ２５点
（5）市道維持補修又は下水道維持管理に係る緊急工事の契約を締結している者 ５０点

下記のいずれかの条件を満たす工事実績を有すること。
（1）令和元年度（平成31年度）以降に、三鷹市発注の同種工事（公道の道路舗装工
　事、路面補修工事、一般土木工事（公道の道路舗装工事又は路面補修工事を含む。）
　又は水道施設工事）の実績を有すること。
（2）令和元年度（平成31年度）以降に、同種工事（公道の道路舗装工事、路面補修工
　事、一般土木工事（公道の道路舗装工事又は路面補修工事を含む。）又は水道施設工
　事）で１件あたり22,000,000円以上の工事実績を有すること。

　舗装工事業において建設業法に規定する建設業の許可を受けていること。

　本工事に、建設業法に規定する技術者で同種の工事経歴を有する者を配置できること。た
だし、当該技術者は入札参加申請の日以前に３箇月以上の雇用関係を有する者であること。

（1）告示日及び開札日において、三鷹市において指名停止されていないこと。
（2）経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項に基づき
　更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成11年法律第225号）第21条
　第１項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りにな
　ったとき等）にないこと。
（3）三鷹市発注の同種工事における工事成績が不良であった者は入札に参加する
　ことができない。
　ア　本件の告示日前２箇月の間に通知された工事成績評定点が55点以上65点
　　未満であった者
　イ　本件の告示日前４箇月の間に通知された工事成績評定点が55点未満であ
　　った者
　ウ　平成23年4月1日以降における三鷹市発注の同種工事において、工事成績
　　評定点が55点未満であった者で、改善計画書の提出を行っていないもの
（4）三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱による入札参加等排除措置を受け
　ていないこと。なお、入札参加資格結果通知後であっても、契約の締結までの
　間に入札参加等排除措置を受けたときは、当該通知を取り消し、又は入札を無
　効とする。

資格審査不合格者名 不合格事由
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